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●
と
こ
ろ

マ
ー
メ
イ
ド
パ
レ
ス

■
ア
ロ
マ
テ
ラ
ピ
ー
に
ふ
れ
よ
う

●
と
き

①
５
月

日
昇

②
６

２７

月
３
日
昇

③
６
月

日
昇
午
前

１０

時

分
～

時

分（
全
３
回
）

１０

３０

１１

３０

●
内
容

①
糸
汗
が
気
に
な
り
は

じ
め
た
季
節
に
！
ス
プ
レ
ー
作
り

②
糸
お
風
呂
で
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
！

バ
ス
ソ
ル
ト
作
り

③
糸
サ
ン
ダ

ル
美
人
に
！
か
か
と
つ
る
つ
る
ク

リ
ー
ム
作
り

●
講
師

近
藤
晃
己
氏（
日
本
ア

て
る
み

ロ
マ
環
境
協
会
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ

ー
）

●
対
象

歳
以
上
の
女
性

１８

●
定
員

人（
先
着
順
）

１０

●
費
用

２
８
０
０
円

●
申
し
込
み

５
月

日
昇
午
前

２０

時
か
ら（
捷
を
除
く
）直
接
か
電

１０話
で
マ
ー
メ
イ
ド
パ
レ
ス
へ

■
平
日
限
定「
利
用
料
還
元
フ
ェ

ア
」

●
と
き

６
月
３
日
昇
～

日
晶

１３

●
内
容

く
じ
を
引
き
、
当
た
り

が
出
た
ら
マ
ー
メ
イ
ド
パ
レ
ス
利

用
券
を
進
呈

●
対
象

期
間
中
の
施
設
利
用
者

●
費
用

施
設
利
用
料

■
ち
び
っ
こ
デ
ー

●
と
き

６
月
７
日
松
・
８
日
掌

●
内
容

未
就
学
児
の
プ
ー
ル
利

用
料
を
無
料
、
幼
児
プ
ー
ル
に
ボ

ー
ル
を
開
放

●
対
象

オ
ム
ツ
が
外
れ
た
子
～

未
就
学
児

※
小
学
３
年
生
以
下
は
、
保
護
者

１
人
に
つ
き
２
人
ま
で
同
伴
入

場
可
。

■
は
じ
め
て
の
お
灸
～
足
の
む
く

き
ゅ
う

み
や
だ
る
さ
を
解
消
し
よ
う

●
と
き

６
月

日
昭
午
前

時

１２

１０

分
～
正
午

３０●
内
容

自
分
で
ツ
ボ
を
見
つ
け

て
お
灸
を
す
る
、
初
心
者
向
け
の

体
験
会

●
講
師

高
橋
裕
子
氏（
鍼
灸
マ

ひ
ろ
こ

ッ
サ
ー
ジ
師
）

●
対
象

歳
以
上
の
女
性

１８

●
定
員

５
人（
先
着
順
）

●
費
用

１
５
０
０
円

●
持
ち
物

肘
・
膝
を
出
せ
る
服

装（
ス
カ
ー
ト
不
可
）

●
申
し
込
み

５
月

日
昇
午
前

２０

時
か
ら（
捷
を
除
く
）直
接
か
電

１０話
で
マ
ー
メ
イ
ド
パ
レ
ス
へ

■
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ

●
と
き

６
月

日
晶
午
前

時

１３

１０

分
～
正
午

３０●
講
師

竹
本
ま
ど
か
氏（
ロ
イ

ヤ
ル
セ
ラ
ピ
ス
ト
協
会
認
定
講
師
）

●
対
象

２
カ
月
～
１
歳
頃
の
子

と
そ
の
保
護
者

●
定
員

８
組（
先
着
順
）

●
費
用

１
５
０
０
円（
保
護
者

が
２
人
の
場
合
は
２
０
０
０
円
）

●
持
ち
物

大
き
め
の
バ
ス
タ
オ

ル
、
飲
み
物

●
申
し
込
み

５
月

日
昇
午
前

２０

時
か
ら（
捷
を
除
く
）直
接
か
電

１０話
で
マ
ー
メ
イ
ド
パ
レ
ス
へ

■問
▼
マ
ー
メ
イ
ド
パ
レ
ス

（
緯〈

〉７
３
５
１
）

９２

臨
時
福
祉
給
付
金

４
月
か
ら
消
費
税
率
が
８
％
に

引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
、

所
得
の
低
い
人
へ
の
負
担
を
考
慮

し
、
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

●
支
給
額

対
象
者
１
人
に
つ
き

１
万
円

※
老
齢
・
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
、

児
童
扶
養
・
特
別
障
害
者
手
当

な
ど
の
受
給
者
に
は
、
１
万
５

０
０
０
円
を
支
給
。

●
対
象

平
成

年
度
分
の
市
町

２６

村
民
税（
均
等
割
）が
課
税
さ
れ
な

い
人（
ご
自
身
を
扶
養
し
て
い
る

人
が
課
税
さ
れ
る
場
合
を
除
く
）

●
申
請

申
請
先
は
、
１
月
１
日

時
点
で
、
住
民
登
録
の
あ
る
市
町

村
と
な
り
ま
す
。
本
市
で
は
、
７

月
以
降
に
受
け
付
け
を
開
始
し
ま
す

●
そ
の
他

手
続
き
の
詳
細
は
、

本
紙
６
月

日
号
の
折
り
込
み
チ

１５

ラ
シ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

な
お
、「
子
育
て
世
帯
臨
時
特

例
給
付
金
」「
子
育
て
支
援
減
税
手

当
」に
つ
い
て
は
、
本
号
の
折
り

込
み
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

■問
▼
社
会
福
祉
課

（
緯〈

〉２
２
２
３
）

７１

自
転
車
安
全
利
用
講
習
会

自
転
車
購
入
費
補
助
金
の
申
請

に
必
要
な
講
習
会
で
す
。

●
と
き

①
６
月

日
松

②
７

１４

月

日
松
午
前

時
～

時

分

１２

１０

１１

３０

●
と
こ
ろ

①
糸
市
民
会
館

②
糸
文
化
セ
ン
タ
ー

●
内
容

自
転
車
の
安
全
利
用
の

た
め
の
講
習
、
補
助
金
交
付
対
象

自
転
車
の
試
乗

●
持
ち
物

筆
記
用
具（
当
日
、

補
助
金
の
申
請
を
す
る
場
合
は
、

必
要
書
類
一
式
、
印
鑑
、
通
帳
）

※
必
要
書
類
は
、
都
市
計
画
課
・

市
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
配
布
。

●
そ
の
他

自
転
車
購
入
費
補
助

金
の
詳
細
は
、
本
紙
４
月
１
日
号

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

２８●
申
し
込
み

各
講
習
会
の
３
日

前
ま
で
に
、
電
話
で
都
市
計
画
課

へ

■問
▼
都
市
計
画
課

（
緯〈

〉２
２
４
３
）

７１

マ
ー
メ
イ
ド
パ
レ
ス
の
催
し

ママーメイドパレマーメイドパレスス

副
市
長
・
教
育
長・

監
査
委
員
を
選
任
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対象と思われる人で、まだ手当を受けていない人は、各問い合わせ先で相談のうえ、早めに申請してください。
※所得制限があります。なお、手当額などを変更する場合があります。

問い合わせ手当額（月額）対象手当名

障害福祉課
（緯〈７１〉２２２５）

４万９９００円または３万３２３０
円

ＩＱ５０以下の知的障害、精神障害（発達障害を含む）または身体障
害者手帳１～３級（４級の一部を含む）程度の障害のある２０歳未満
の児童を養育している人
※対象児童が、障害を事由とした年金受給や施設入所をしている
場合は対象になりません。

特別児童
扶養手当

２万６０００円
２０歳以上で重度の障害があるため、診断書により日常生活で常時
特別な介護が必要であると認められる人
※施設入所者、３カ月を超える長期入院者、愛知県在宅重度障害
者手当受給者は対象になりません。

特別障害
者手当

１万４１４０円

２０歳未満で重度の障害があるため、診断書などにより日常生活で
常時介護が必要であると認められる児童（障害の程度は、次の①
～③のいずれか）
①１級（２級の一部を含む）程度の身体障害
②ＩＱ２０以下
③①②と同程度の障害または病状で、常に介護が必要な場合
※障害を事由とした年金受給者、施設入所者、愛知県在宅重度障
害者手当受給者は対象になりません。

障害児福
祉手当

１種施１万５５００円
２種施６７５０円

１種獅身体障害者手帳１・２級でＩＱ３５以下の知的障害のある人
２種獅次の①～③のいずれか

①身体障害者手帳１・２級
②ＩＱ３５以下の知的障害のある人
③身体障害者手帳３級でＩＱ５０以下の知的障害のある人

※２種は、６５歳以上で新たに手帳を取得した人は対象になりません。
※特別障害者手当、障害児福祉手当または経過的福祉手当の受給
者、施設入所者、３カ月を超える長期入院者は対象になりません。

在宅重度
障害者
手当

障害の程度により２０００円～
６０００円

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持して
いる人

障害者
扶助料

子育て支援課
（緯〈７１〉２２２９）

１人目の児童施４万１０２０円
２人目の児童施５０００円加算
３人目以降の児童施１人増
すごとに３０００円加算（所得
により減額あり）

父または母のいない１８歳以下（１８歳に達した日の属する年度の末
日まで）の児童、および２０歳未満の中度・重度の障害児を養育し
ている人
※父または母が重度の障害の場合も対象になります。

児童扶養
手当

市遺児手当施２５００円
県遺児手当 ▼１～３年目獅

４３５０円 ４・５年目獅２１７５
円 ６年目獅資格喪失

父か母、または両親のいない１８歳以下（１８歳に達した日の属する
年度の末日まで）の児童を養育している人
※父または母が重度の障害の場合も対象になります。

市・県
遺児手当

●
副
市
長
に
新
井
氏

３
月

日
で
任
期
満
了
と
な
っ
た

３１新
井
博
文
氏（

歳
／
相
生

ひ
ろ
み

６５

町
）が
引
き
続
き
再
任
さ
れ

ま
し
た

●
教
育
長
に
杉
山
氏

３
月

日
で
退
任
し
た
本
田
吉
則

よ
し
の
り

３１氏
の
後
任
に
、
杉
山
春
記
氏

は
る
き

（
里
町
／

歳
）が
選
任
さ
れ

６０

ま
し
た

●
監
査
委
員
に
中
村
氏

５

月

日
で
任
期
満
了
と
な
っ

１１
た
稲
垣
靖
氏
の
後
任
に
、
中

や
す
し

村
誠
一
氏（
新
田
町
／

歳
）

せ
い
い
ち

６０

が
選
任
さ
れ
ま
し
た

●
問
い
合
わ
せ

人
事
課

（
緯〈

〉２
２
０
３
）、教
育

７１

委
員
会
総
務
課（
緯〈

〉２
７１

２
５
３
）、監
査
委
員
事
務
局

（
緯〈

〉２
２
５
５
）

７１

障害者・ひとり親家庭などに関する手当の支給制度

杉杉山杉山氏氏中村中村氏氏


